
iPad サービス 利用規約 
 

第１条 （総則） 

知多メディアスネットワーク株式会社（以下「会社」といいます）は、別に定めるデジタル放送サー

ビス契約約款（以下「デジタル約款」といいます）およびインターネット接続サービス契約約款（以

下「インターネット約款」といいます）並びにこの iPad サービス利用規約（以下、「本規約」といいま

す）基づき、iPadサービス（以下「本サービス」といいます）を提供するものとします。 

 

第２条 （規約の適用） 

本規約は、会社が提供する本サービスに関し適用されるものとし、本サービスの利用者（以下「本

利用者」といいます）は、本規約を遵守します。 

２ 会社は本サービスの運営業務の一部を提携事業者および業務委託先に委託することが出来ま

す。 

 

第３条 （本サービスの内容） 

本サービスは、本サービス利用のために必要な機器である iPad（付属品一式含む）（以下「iPad」

といいます）を別表に定める機種および料金で提供します。 

２ 本サービスは当社の独立したサービスであり、Apple Inc.が認定、後援、その他承認したものでは

ありません。 

 

第４条 （本サービスの利用） 

本サービスは会社のインターネット接続サービスに加入する利用者に限り提供します。 

２ 本サービスの申込者が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。 

３ 本サービスは本利用者及び同居の家族が利用できるもので、第三者に再利用承諾、譲渡または

契約上の地位を継承することはできません。 

 

第５条 （契約の成立） 

本サービスの契約については、利用者が本規約及び提携事業者の規約を承諾の上、当社所定

の手続きに従い申込みを行ない、会社が承認した際に成立します。 

２ 会社は申込みがあっても、次の場合には利用を承認しないことがあります。 

（1）申込み内容に虚偽が認められた場合 

（2）利用申込者が、本規約及び提携事業者の規約上請求される諸料金の支払いを怠る虞があ

ると認められる場合 

（3）利用申込者が、本規約及び提携事業者の規約に違反する虞があると認められる場合 

（4）本サービスの提供を受けるために必要な環境の構築が困難であると判断される場合 

（5）利用申込者が未成年であり、かつ法定代理人の同意を得ていない場合 

（6）利用契約を不適切と判断したとき並びに本サービスの提供が著しく困難な場合 

 

第６条 （申込み内容の変更） 

本利用者は第 4 条 1 による申込み内容に変更があるときは、直ちに会社所定の方法により当社

に通知しなければなりません。 

 

第７条 （最低利用期間） 

本サービスは最低利用期間を 3 年（利用料金の請求開始月を含む 36 カ月）と定めます。最低

利用期間終了後はお客様へ譲渡いたします。 

 

第８条 （最低利用期間に基づく違約金） 

本利用者が最低利用期間内に新機種または新品との交換を希望する場合、または解約を希望

する場合、最低利用期間に満たない期間の違約金（月額利用料×残月数）を支払わなければ

なりません。 

 



第９条 （機器の利用・保管等） 

iPadの所有権は会社にあるものとします。 

２ 本利用者は本利用規約および会社の指示に従い、iPadを善良なる管理者の注意をもって利用、

保管するものとします。 

３ 本利用者は iPadを、転貸、改造・改変してはなりません。 

４ 前項に違反した場合、本サービスの利用から生じるあらゆる損害に対しては本利用者の負担とし

ます。 

５ 本利用者の故意もしくは重大な過失において、iPad に故障、滅失、毀損等が生じた場合は、本利

用者は会社に対し最低利用期間に満たない期間の利用料金（月額利用料×残月数）と同等額

の負担金を支払わなければなりません。 

６ 本利用者が本サービス利用中に、iPadが前項 4によるものでなく故障、滅失、毀損が生じた場合

は、直ちに会社へ通知しなければなりません。 

７ 補償サービスは、iPad1 台につき 1 契約必要です。補償サービス契約者は、前項 5 により定める

負担金を 5000 円（税込 5,500 円）とし代品と交換いたします。ただし iPad が故障品と認定され

たものに限ります。紛失・盗難・故意による補償サービスの範囲を超えた故障（自然故障を除く）

の場合はその限りではありません。補償サービスへの加入は iPad サービス加入後 1 週間以内の

場合、または補償サービスが適用されない故障・過失・盗難等により機器の交換を行った際の機

器引渡し後 1週間以内とします。補償サービスによる機器交換の 2 回目以降の適用には、前回

の適用より 1年経過後とします。 

８ 前項 7により iPadの故障等が認められた場合、正常な iPad（以下、「代品」といいます）を利用者

に提供します。その場合本利用者は、故障等が認められた iPadに入れられた情報が失われる場

合があることを承認するものとします。 

９ 前項 8 で提供する代品は、新品又は再生品とします。また、本利用者はそのどちらかを選ぶこと

はできません。 

 

第１０条 （アプリケーションの利用） 

会社は iPadの初期アプリケーションサービス以外の保証はいたしません。 

２ 本利用者が本サービス利用開始後に任意のアプリケーションサービスをインストールする場合は、

本利用者の責任において行うものとします。 

３ iPad の初期アプリケーションサービスの使用、または本利用者が入手した任意のアプリケーション

サービスのインストールおよび使用により、iPad に支障や不具合が生じた場合もしくは第三者への

迷惑行為や不利益が生じた場合、会社は一切の責任を負うことはありません。 

 

第１１条 （本サービスの制限） 

会社は本利用者が会社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき、本利用

者に対して本サービスの制限をする場合があります。その制限により本利用者が損害を被った場

合、会社及び提携事業者は一切責任を負うことはありません。 

 

第１２条 （本サービスの停止） 

会社は本利用者の故意もしくは多大な過失にが認められる場合、本利用者に対して本サービス

を停止する場合があります。その停止によって本利用者が損害を被った場合、会社および提携

事業者は一切責任を負うことはありません。 

２ 当社は前項 1 により本サービスの提供を停止する場合は、本利用者に対してその理由及び停止

期間を会社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りで

はありません。 

 

第１３条 （本サービスの終了） 

本サービスの契約終了に伴って本利用者が損害を被った場合、会社及び提携事業者は一切の

責任を負うことはありません。 

２ 本サービスの契約終了した場合、本利用者はいかなる理由においても本サービスを利用すること

はできません。 

３ 本サービスの契約終了に伴い iPadを返却した場合、本利用者は iPad 内の情報を当社が破棄ま



たは消去することに同意するものとします。 

 

第１４条 （解約） 

本利用者が本サービスを解約しようとするときは、解約を希望する日の 30 日以前に会社に届け

出、会社が受理した希望日を解約日とします。 

２ 解約の場合本利用者は、iPadを返却しなければなりません。 

３ 本利用者は解約日当月の本サービス利用料を支払わなければなりません。 

 

第１５条 （禁止事項） 

本利用者は本サービスを利用するにあたり次の行為を禁止します。 

本サービスを第三者が利用できるようにする行為、またはその恐れがある行為 

２ 会社を含む第三者の権利、財産およびプライバシーの侵害におよぶ行為、またなその恐れがあ

る行為 

３ 法令に違反する行為、またはその恐れがある行為 

４ 犯罪行為、またはその恐れがある行為 

５ 掲示板への不正な書き込み・電子メール配信、誹謗中傷する行為、第三者に不利益を与える等

の迷惑行為、またはその恐れがある行為 

６ インターネットサービスの信用を毀損する行為、またはその恐れがある行為 

７ その他、会社が不適切と判断する行為 

 

第１６条 （免責事項） 

本サービスの利用全般において本利用者に起因して発生した損害については、会社は一切の責

任を負わず、本利用者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。 

２ 本サービス利用における不具合、または iPadの故障、滅失、毀損等による原因により失われた情

報の補償及び直接的間接的に発生した損害に関して、会社は一切の責任を負うことはありませ

ん。また、iPadを修理した場合も同様とします。 

 

第１７条 （本利用規約の変更） 

会社は本規約を利用者へ予告なく変更することがあります。その場合、本サービスの提供条件は

変更後の本利用規約によります。 

２ 変更後の利用規約は会社のホームページ（http://www.medias.co.jp/）で開示します。 

 

第１８条 （協議等） 

本利用規約に定めのない事項については、放送サービス契約約款を適用するものとします。 

２ 本利用者および会社は、本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決する

ものとします。 

 

別表 iPad レンタルサービス機種と利用料金 
機種 容量 画面サイズ 解像度 月額利用料金 

iPad Wi-Fiモデル 32GB 9.7 インチ 2,048×1,536 

ピクセル解像度 

264ppi 

1,300円（税抜）/月（税込1,430円） 

追加サービス利用料金 

補償サービス 400円（税抜）/月（税込 440円） 
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